
お
知
ら
せ

▲ 議会情報

人
吉
市
教
育
委
員
会

定
例
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

　

定
例
会
を
開
催
し
ま
す
。
希
望

す
る
人
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

期
日　

６
月
27
日
㈫

時
間　

午
前
９
時
30
分
～

場
所　

市
役
所
２
階
２
０
２
会
議

室問
合
せ　

市
学
校
教
育
課
総
務
係

６
月
定
例
市
議
会
を

開
催
し
ま
す

　

市
議
会
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
議
会
活
動
や
市
政
の
方
向
性
が

分
か
る
本
会
議
の
様
子
を
お
伝
え

す
る
た
め
Ｙユ

ー

チ

ュ

ー

ブ

ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
配

信
し
て
い
ま
す
。
ご
家
庭
の
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
、
各
コ
ミ
セ
ン
で
ご

覧
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
利
用
状

況
に
よ
っ
て
は
コ
ミ
セ
ン
で
視
聴

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

議
会
日
程
（
予
定
）

◎
６
月
５
日
㈪　

開
会
・
提
案
理

由
説
明

◎
６
月
15
日
㈭
～
19
日
㈪　

一
般

質
問
（
※
土
・
日
曜
は
休
会
）

◎
６
月
28
日
㈬　

委
員
長
報
告
・

採
決
・
閉
会

※
日
程
な
ど
は
変
更
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

時
間　

原
則
午
前
10
時
～

場
所　

市
役
所
４
階
議
場

※
傍
聴
時
に
事
前
の
許
可
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
１
階
市
民
コ
ー
ナ
ー

緊
急
地
震
速
報
の

訓
練
放
送
を
行
い
ま
す

　

６
月
15
日
㈭
に
、
全
国
的
な
緊

急
地
震
速
報
の
訓
練
が
行
わ
れ
ま

す
。
当
日
は
、
午
前
10
時
ご
ろ
に

防
災
行
政
無
線
か
ら
訓
練
放
送
し

ま
す
。

※
気
象
・
地
震
活
動
の
状
況
な
ど

で
、
中
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

訓
練
放
送
内
容

　
（
チ
ャ
イ
ム
）

「
こ
ち
ら
は
、
防
災
人
吉
市
で
す
。

た
だ
今
か
ら
訓
練
放
送
を
行
い
ま

す
。」

緊
急
地
震
速
報
チ
ャ
イ
ム

「
緊
急
地
震
速
報
。
大
地
震
で
す
。

大
地
震
で
す
。
こ
れ
は
訓
練
放
送

で
す
。」
×
3
回

「
こ
ち
ら
は
、
防
災
人
吉
市
で
す
。

こ
れ
で
訓
練
放
送
を
終
わ
り
ま

情　報
ひろば

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
状
況
で
、

内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

防
災
行
政
無
線
を
使
っ
た

訓
練
を
行
い
ま
す

　

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

に
備
え
、
６
月
７
日
㈬
に
全
国
瞬

時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
）
の
情
報
伝
達
試
験
が
行
わ
れ

ま
す
。
当
日
は
、
午
前
11
時
に
防

災
行
政
無
線
か
ら
訓
練
放
送
し
ま

す
。」

　
（
チ
ャ
イ
ム
）

問
合
せ　

市
防
災
課
防
災
係

（
正
面
玄
関
入
っ
て
右
）
で
も
、

議
会
中
継
を
視
聴
で
き
ま
す
。

問
合
せ　
［
傍
聴
に
つ
い
て
］
市

議
会
事
務
局　
［
コ
ミ
セ
ン
で
の

視
聴
に
つ
い
て
］
市
社
会
教
育
課

す
。

※
気
象
・
地
震
活
動
の
状
況
な
ど

で
、
中
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

訓
練
放
送
内
容

　
（
チ
ャ
イ
ム
）

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
。」
×
３
回

「
こ
ち
ら
は
、防
災
人
吉
市
で
す
。」

　
（
チ
ャ
イ
ム
）

問
合
せ　

市
防
災
課
防
災
係

児
童
手
当
６
月
支
払
い
分
を

振
り
込
み
ま
す

　

６
月
期
（
２
月
～
５
月
分
）
支

給
分
は
、
６
月
７
日
㈬
に
指
定
の

金
融
機
関
の
口
座
に
振
り
込
み
ま

す
。
手
続
き
の
時
に
保
険
証
の
写

し
な
ど
の
添
付
書
類
が
不
足
し
て

い
る
人
は
、
支
払
い
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

市
福
祉
課
児
童
福
祉
係

児
童
手
当
の
現
況
届
は

６
月
30
日
ま
で
に
提
出
を

　

児
童
手
当
の
制
度
改
正
で
令
和

４
年
度
か
ら
現
況
届
の
提
出
は
必

要
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
現
況
届

の
提
出
が
必
要
な
一
部
の
受
給
者

に
は
書
類
を
郵
送
し
ま
す
。
現
況

届
を
市
福
祉
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
届
け
出
を
忘
れ
る
と
手
当

の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　

６
月
30
日
㈮

申
請
に
必
要
な
も
の　

印
鑑

※
厚
生
年
金
の
人
は
健
康
保
険
被

保
険
者
証
、
そ
の
ほ
か
必
要
に
応

じ
て
提
出
す
る
書
類
が
あ
り
ま

す
。

問
合
せ　

市
福
祉
課
児
童
福
祉
係

低所得の子育て世帯を支援する給付金を支給します

　食品などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低
所得の子育て世帯に対し、「低所得の子育て世帯に対
する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
支給対象者はフローチャートでご確認ください。

※ 支給対象で申請が必要な人は、必ず市ホームページなどで詳細を確認し、市福祉課（１階７番窓口）に申請してください。

支給対象（申請不要）
※５月末に支給済み

支給対象
（申請が必要です）

支給対象
（申請が必要です）

支給対象外 支給対象外

はい

いいえ

次のどれかに当てはまる
●令和５年３月分の児童扶養手当を受給している
●令和 5 年 4 月分の新規児童扶養手当を受給している
● 令和４年度中に実施された子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者だった

ひとり親世帯である

次のどれかに当てはまる
● 公的年金などを受給していて、令和５年３月分の児童

扶養手当を受給していない
● 食品などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児

童扶養手当を受給している人と同じ水準の収入である

令和５年３月 31 日時点で、18 歳未満の児童（障害児
の場合 20 歳未満）を養育する父母など※であり、令和
５年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の
収入になった
※ 令和６年２月末までに生まれた新生児なども対象

申請期限　令和６年２月 29日（木）

支給額
（国給付金と県給付金の合計額が支給されます）

国給付金 児童一人当たり一律５万円

県給付金 １世帯２万円
（第２子以降児童一人当たり５千円加算）

問合せ　市福祉課児童福祉係（☎２２－２１１１　内線１２５５）

森
林
を
取
得
し
た
人
は

届
け
出
が
必
要
で
す

令
和
５
年
度

狩
猟
免
許
試
験

　

個
人
・
法
人
や
取
得
し
た
森
林

の
面
積
を
問
わ
ず
、
売
買
や
相
続

な
ど
で
森
林
を
新
た
に
取
得
し
た

人
は
市
へ
の
事
後
届
け
出
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
土
地
の
所

有
者
に
な
っ
た
日
か
ら
90
日
以
内

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
農
林
整
備
課
林
務
係

　

県
で
は
、
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な

ど
鳥
獣
の
捕
獲
を
認
め
る
狩
猟
免

許
試
験
を
行
い
ま
す
。
試
験
を
受

け
る
人
の
合
格
を
目
的
に
熊
本
県

猟
友
会
が
行
う
狩
猟
免
許
試
験
初

心
者
講
習
会
は
６
月
か
ら
令
和
６

年
１
月
に
か
け
て
予
定
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
す
る
か
、
県
県
南
広
域
本

部
球
磨
地
域
振
興
局
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

試
験
期
日　

６
月
～
令
和
６
年
１

月
（
８
回
開
催
）

問
合
せ　

球
磨
地
域
振
興
局
森
林

保
全
課
（
☎
24
‐
４
１
９
０
）、

市
農
林
整
備
課
林
務
係

交
通
事
故
で
国
保
を
使
う

と
き
は
届
け
出
が
必
要
で
す

　

自
動
車
事
故
な
ど
第
三
者
行
為

で
け
が
や
病
気
を
し
た
と
き
の
治

療
費
は
、
加
害
者
が
全
額
負
担
す

る
の
が
原
則
で
す
。
し
か
し
、
国

民
健
康
保
険
（
国
保
）
を
使
っ
て

治
療
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　

保
険
証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け

た
場
合
は
、「
第
三
者
の
行
為
に

よ
る
被
害
届
」
で
被
害
の
状
況
な

ど
を
市
市
民
課
国
保
年
金
係
（
市

役
所
１
階
２
番
窓
口
）
に
必
ず
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の
（
交
通
事

故
の
場
合
）

　

第
三
者
の
行
為
に
よ
る
被
害

届
・
交
通
事
故
証
明
書
・
事
故
発

生
状
況
報
告
書
・
念
書（
同
意
書
）・

誓
約
書
・
国
民
健
康
保
険
証
・
本

人
確
認
書
類
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

分
か
る
も
の
・
印
鑑

※
通
勤
中
や
仕
事
中
の
け
が
の
場

合
は
、
労
災
保
険
が
適
用
さ
れ
て

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
が
使
え

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
市
民
課
国
保
年
金
係

教
科
書
展
示
会
の
案
内

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
小
中
学

校
で
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科

書
を
展
示
し
、
保
護
者
や
地
域
の

皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
く
こ
と
で
、

今
後
の
教
科
書
採
択
の
参
考
に
し

ま
す
。

期
間　

６
月
14
日
㈬
～
27
日
㈫

時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

会
場　

市
役
所
１
階
市
民
コ
ー

ナ
ー

問
合
せ　

市
学
校
教
育
課
教
育
係
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